
 

最低制限価格及び低入札価格調査制度 入札イメージ 

      

 

 

 

 

 

 

予定価格の制限の範囲内において、あらかじめ設定した「最
低制限価格」を下回る価格をもって申込みをした者を落札者
とせず、「最低制限価格」以上の価格をもって申込みをした者
のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者としま
す。 

予定価格の制限の範囲内において、最低の価格で申込みをした
者の価格が、あらかじめ設定した調査基準価格を下回った場
合、市が調査を行い、適正な履行がされないおそれがあると判
断した場合は落札者とせず、次に低い価格で入札した者を落札
者とします。（次に低い価格で入札した者も調査基準価格未満
であった場合、同様に調査を行い落札者を決定します。） 

  

E社 520万円 

D社 480万円 

予定価格 
（500 万円） 

最低制限価格 
（450 万円） 

落札 

B社 440万円 失格 

失格 A社 430万円 

E社 2,100万円 

D社 1,980万円 

C社 1,820万円 

B社 1,780万円 

A社 1,600万円 

（調査の結果） 
適当 
落札 

（調査の結果） 
不適当 
失格 

予定価格 
（2,000 万円） 

C社 460万円 

最低制限価格制度 低入札価格調査制度 

低入札調査基準価格 
（1,800 万円） 

調
査
対
象 

 

（例） （例） 


